
 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－２ 業務運営の効率化 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費 ▲６.５％超 ２６年度中期計画 ▲１０.８％ ▲３.７％ ▲７.６％ ▲７.８％  除く人件費 

業務経費 ▲４％超 ２６年度中期計画 ▲１８.１％ ▲７.５％ ▲９.７％ ▲９.０％  除く人件費、特殊要因等 

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

一般管理費 

 26年度中期計画 

   ４２１百万円 

 ２９年度実績 

   ３８８百万円 

 中期計画比 

    ▲７．８％ 

 

業務経費 

 26年度中期計画 

 １，５１９百万円 

 ２９年度実績 

 １，３８２百万円 

※過去の運営費交付

金債務を充当した業

務を除く 

 中期計画比 

    ▲９．０％ 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由 

次のとおり、年度計画に基

づく取組を着実かつ適正に

実施したため、自己評定を

「Ｂ」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

経費の効率化･削減等については、一般

管理費及び業務経費について、中期目標に

定めている削減・効率化目標を見据えた各

年度の目標額を上回る効率化・削減が図ら

れている。 

人件費等については、役員報酬につい

て、法人における自己検証（国の指定職俸

給表との比較、地域的・規模的に類似する

他独法との比較等）に加え、平成 28 年度

業務実績評価結果（B 評価）を鑑みると、

妥当な水準であると考える。職員給与につ

いては、一部職員の地域手当の据え置き等

に取り組んでいるが、宿舎制度の廃止に伴

う住居手当支給対象者割合の増加等の要

因により、前年度と比べ 2.5 ポイント増と

なっている。これは、専門性がある業務が

多いという特性から大卒以上の職員が占

める割合が国と比べて高いこと等を鑑み
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（１）経費の効

率化・削減等 

一般管理費及び

業務経費につい

て、業務運営の

効率化を進め、

以下の効率化・

削減等を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①一般管理費 

一般管理費（人

件費、新規に追

加される業務及

び拡充業務分等

を除く。）につい

て、第三期中期

目標期間の最終

年度において同

中期目標期間の

初年度（平成 26 

年 度 ） 比 で

6.5％を上回る

削減を行うこ

と。 

ただし、新規に

追加される業務

については、平

 

 

 

（１）経費の効率

化・削減等 

一般管理費及び

業務経費につい

て、業務運営の効

率化を進め、以下

の効率化・削減等

を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一般管理費 

一般管理費（人件

費、新規に追加さ

れる業務及び拡

充業務分等を除

く。）について、

第三期中期目標

期間の最終年度

において同中期

目標期間の初年

度（平成 26 年

度）比で 6.5％を

上回る削減を行

う。 

ただし、新規に追

加される業務に

ついては、平成

29 年度以降毎年

 

 

 

（１）経費の効率

化・削減等 

平成 27 年度から

取組を強化した

内部統制システ

ムの整備に向け

た計画の成果等

を踏まえ、予算執

行、経費の運営プ

ロセスの遵守を

徹底し、機構のミ

ッションを効率

的かつ 

効果的に達成し

つつ、一般管理費

及び業務経費に

ついて、業務運営

の効率化を進め、

以下の効率化・削

減等を図る。 

① 一般管理費 

一般管理費（人件

費、新規に追加さ

れる業務及び拡

充業務分等を除

く。）について、

中期計画の削減

目標（6.5％）を

達成すべく所要

の削減を見込ん

だ平成 29 年度予

算を作成し、効率

的執行に努める。 

 

 

 

 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜評価の視点＞ 

・経費の効率化・削

減等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一般管理費につ

いて目標に掲げた経

費の削減が行われて

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）経費の効率化・削減等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一般管理費の効率化・削減 

一般管理費（平成 29年度計画予算額→平成 29

年度実績額）：▲5百万円 

（393百万円→388百万円） 

ア．一般管理費（人件費、新規に追加される

業務及び拡充業務分等を除く。）については、

中期計画の削減目標（▲6.5％）を達成すべく

所要の額を見込んだ平成 29 年度予算（393百

万円）を作成し、その予算の範囲内で、各種

経費の縮減等を図るなど、効率的な執行に努

めた結果、平成 29 年度実績額（388 百万円）

は第三期中期目標の初年度（平成 26年度）比

で▲7.8％の水準を達成した。 

イ．年度途中の予算の執行状況の把握及び適

切な執行管理を行っていく観点から、平成 29

年度予算執行計画の執行状況等について四半

 

 

 

（１）一般管理費及び業務

経費の効率化・削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 一般管理費 

ア．一般管理費（新規に追

加される業務及び拡充業務

分等を除く。）については、

中期計画の削減目標を達成

すべく所要の額を見込んだ

平成 29度予算を作成し、各

種経費の縮減等を図るなど

の効率的な執行に努め、平

成 29 年度実績額は第三期

中期目標の初年度（平成 26

年度）比で▲7.8％の水準を

達成した。 

イ．年度途中の予算の執行

状況の把握及び適切な執行

管理を行っていく観点か

ら、平成 29年度予算執行計

画の執行状況等について四

ると、妥当な水準であると考える。なお、

これらの検証結果や取組状況については

公表されている。 

随意契約の見直し等の調達等合理化に

ついては、｢調達等合理化計画｣を策定し、

一者応札・応募に関する対応として、公告

期間の拡充や発注・入札情報の周知強化等

を実施している。なお、競争性がない随意

契約は３件発生しているが、外部有識者等

からなる契約監視委員会において、事前及

び事後の点検を受け、妥当性を担保してい

る。その他、内部規程の拡充・改定や研修

を実施している。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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成 29 年度以降

毎年度、前年度

比 1.65％以上

の効率化を図る

ものとする。 

 

② 業務経費 

公害健康被害補

償業務、地球環

境基金業務、Ｐ

ＣＢ廃棄物処理

基金による助成

業務、維持管理

積立金の管理業

務、環境研究総

合推進業務、承

継業務のうち補

償給付費等の法

令に基づく義務

的な経費以外の

運営費交付金を

充当する業務経

費（人件費、競

争的資金及び特

殊要因に基づく

経費を除く。）及

び石綿健康被害

救済関係経費に

係る業務経費

（人件費、石綿

健康被害救済給

付金及び特殊要

因に基づく経費

を除く。）につい

て、本中期目標

期間の最終年度

において第三期

中期目標期間の

初年度（平成 26 

年度）比で４％

を上回る削減を

度 、 前 年 度 比

1.65％以上の効

率化を図るもの

とする。 

 

 

② 業務経費 

公害健康被害補

償業務、地球環境

基金業務、ＰＣＢ

廃棄物処理基金

による助成業務、

維持管理積立金

の管理業務、環境

研究総合推進業

務、承継業務のう

ち補償給付費等

の法令に基づく

義務的な経費以

外の運営費交付

金を充当する業

務経費（人件費、

競争的資金及び

特殊要因に基づ

く経費を除く。）

及び石綿健康被

害救済関係経費

に係る業務経費

（人件費、石綿健

康被害救済給付

金及び特殊要因

に基づく経費を

除く。）について、

第三期中期目標

期間の最終年度

において同中期

目標期間の初年

度（平成 26 年

度）比で４％を上

回る削減を各勘

定で行う。 

 

 

 

 

 

 

② 業務経費 

公害健康被害補

償業務、地球環境

基金業務、ＰＣＢ

廃棄物処理基金

による助成業務、

維持管理積立金

の管理業務、環境

研究総合推進業

務、承継業務のう

ち補償給付費等

の法令に基づく

義務的な経費以

外の運営費交付

金を充当する業

務経費（人件費、

競争的資金及び

特殊要因に基づ

く経費を除く。）

及び石綿健康被

害救済関係経費

に係る業務経費

（人件費、石綿健

康被害救済給付

金及び特殊要因

に基づく経費を

除く。）について、

中期計画の削減

目標（４％）を達

成すべく所要の

削減を見込んだ

平成 29 年度予算

を作成し、効率的

執行に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務経費につい

て目標に掲げた経費

の削減が行われてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期毎に理事会へ報告を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務経費の効率化・削減 

業務経費（平成 29 年度計画予算額→平成 29

年度実績額）：▲84百万円 

（1,466百万円→1,382百万円） 

※過去の運営費交付金債務を充当した業務を

除くア．地球環境基金業務、ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物処理基金による助成業務及び維持

管理積立金の管理業務のうち、運営費交付金

を充当する業務経費（人件費及び特殊要因に

基づく経費を除く。）及び石綿健康被害救済関

係経費に係る業務経費（人件費、石綿健康被

害救済給付金及び特殊要因に基づく経費を除

く。）について、中期計画の削減目標（▲4％）

を達成すべく所要の額を見込んだ平成 29年度

予算を作成し、その予算の範囲内で、業務経

費の縮減や管理経費の節減を図るなど、業務

の効率化に努めた。 

また、公害健康被害補償業務のうち、補償給

付費等の法令に基づく義務的な経費以外の運

営費交付金を充当する経費（人件費を除く。）

については、所要の額に汚染負荷量賦課金の

徴収・審査に必要なシステムの構築（48 百万

円）の財源として運営費交付金の繰越額を充

当した平成 29年度予算を作成し、その予算の

範囲内で、業務経費の縮減や管理経費の節減

を図るなど、業務の効率化に努めた。 

承継業務のうち、運営費交付金を充当する経

費（人件費を除く。）については、所要の額に

債権管理システムの再構築等（95 百万円）の

財源として運営費交付金の繰越額を充当した

平成 29年度予算を作成し、その予算の範囲内

で、業務経費の縮減や管理経費の節減を図る

など、業務の効率化に努めた。 

半期毎に理事会へ報告を行

った。 

 

 

 

 

② 業務経費 

ア．業務経費については、

地球環境基金業務、ポリ塩

化ビフェニル廃棄物処理基

金による助成業務及び維持

管理積立金の管理業務のう

ち、運営費交付金を充当す

る業務経費（人件費及び特

殊要因に基づく経費を除

く。）及び石綿健康被害救済

関係経費に係る業務経費

（人件費、石綿健康被害救

済給付金及び特殊要因に基

づく経費を除く。）について

中期計画の削減目標を達成

すべく所要の額を見込んだ

平成 29年度予算を作成し、

各業務の効率化に努めた結

果、目標を上回る削減を達

成した。 

また、公害健康被害補償業

務のうち、補償給付費等の

法令に基づく義務的な経費

以外の運営費交付金を充当

する経費（人件費除く。）に

ついては、所要の額に汚染

負荷量賦課金徴収・審査シ

ステムの構築の財源とし

て、運営費交付金の繰越額

を充当した平成 29 年度予

算を作成し、業務経費につ

いて業務の効率化に努め

た。 

承継業務についても、所要

の額に債権管理システムの
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各勘定で行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③人件費等 

給与水準につい

て、国民の理解

を得られる適正

な水準になるよ

うに必要な措置

を講ずるととも

に、その検証結

果や取組状況に

ついて公表する

など、「独立行政

法人改革等に関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 人件費等 

給与水準につい

て、国民の理解を

得られる適正な

水準になるよう

に必要な措置を

講ずるとともに、

その検証結果や

取組状況につい

て公表するなど、

「独立行政法人

改革等に関する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 人件費等 

機構の給与水準

について、引き続

き検証を行い、給

与水準の適正化

に取り組むとと

もに、その検証結

果や取組状況を

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 給与水準の検証

を適切に行い、その

検証結果や取組状況

について公表が行わ

れているか。 

 

 

 

 

 

 

 

この結果、業務経費の平成 29年度実績額は、

第三期中期目標の初年度（平成 26年度）比で

＋0.4％の水準となった。 

なお、公害健康被害補償業務及び承継業務の

平成 29年度実績額から、運営費交付金の繰越

額の充当額を差し引いた実績額で比較する

と、第三期中期目標の初年度（平成 26年度）

比で▲9.0％の水準を達成している。 

 

イ．環境研究総合推進業務については、28 年

10 月から新たに追加された業務であり、経費

が平年度化する 29 年度予算比で 30 年度から

効率化を行っていく。 

 

ウ．業務経費についても、効率的な予算執行、

年度途中の予算の執行状況の把握及び適切な

執行管理を行っていく観点から、平成 29年度

予算執行計画の執行状況等について四半期毎

に理事会へ報告を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 人件費等 

平成 28年度の検証結果や取組状況、国家公務

員の給与水準と比較したラスパイレス指数に

関する資料をホームページ上で公表した。（平

成 29年６月） 

なお、平成 28年度のラスパイレス指数は、対

国家公務員指数 105.3（地域・学歴勘案 103.4）

と、近年の指数逓増傾向を踏まえ、一部職員

の俸給抑制措置等を講じたことにより、前年

度から 5.4 ポイント（地域・学歴勘案で 5.2

再構築等の財源として、運

営費交付金の繰越額を充当

した平成 29 年度予算を作

成し、業務の効率化に努め

た。 

この結果、業務経費の平成

29年度実績額は、第三期中

期目標の初年度（平成 26

年度）比で＋0.4％の水準と

なった。 

なお、公害健康被害補償業

務及び承継業務の平成 29

年度実績額から、運営費交

付金の繰越額の充当額を差

し引いた実績額で比較する

と、第三期中期目標の初年

度（平成 26 年度）比で

▲9.0％の水準を達成して

いる。 

イ．業務経費についても、

効率的な予算執行、年度途

中の予算の執行状況の把握

及び適切な執行管理を行っ

ていく観点から、平成 29

年度予算執行計画の執行状

況等について四半期毎に理

事会へ報告を行った。 

 

 

③ 人件費 

平成 28 年度ラスパイレス

指数は、近年の指数漸増傾

向を踏まえ、一部職員の俸

給額抑制措置等を講じたこ

とにより、前年度を 5.4 ポ

イント下回る水準へとなっ

ている。 
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する基本的な方

針」（平成 25 年

12 月 24 日閣

議決定）を踏ま

えた対応を適切

に行うこと。 

 

 

 

（２）随意契約

の見直し 

契約について

は、原則として

一般競争入札等

によるものと

し、以下の取組

等により、随意

契約の適正化を

推進するととも

に、一者応札・

一者応募の見直

しを行い、一層

の競争性の確保

等に努めるこ

と。 

 

 

① 公正かつ透

明な調達手続に

よる適切で、迅

速かつ効果的な

調達を実現する

観点から、機構

が作成した「調

達等合理化計

画」等に基づく

取組を着実に実

施するととも

に、その取組状

況を公表するこ

と。 

基本的な方針」

（平成 25 年 12 

月 24 日閣議決

定）を踏まえた対

応を適切に行う。 

 

 

 

 

（２）随意契約等

の見直し 

契約については、

原則として一般

競争入札等によ

るものとし、随意

契約の適正化を

推進するととも

に、一者応札・一

者応募の見直し

を行い、一層の競

争性の確保等に

引き続き努める

こととし、以下の

取組を推進する。 

 

 

 

① 公正かつ透明

な調達手続によ

る適切で、迅速か

つ効果的な調達

を実現する観点

から、機構が毎年

度作成する「調達

等合理化計画」等

に基づく取組を

着実に実施する

とともに、その取

組状況を公表す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）随意契約等

の見直し 

契約については、

原則として一般

競争入札等によ

るものとし、契約

手続審査委員会

の審査により、入

札及び契約手続

における透明性

の確保、公正な競

争の確保等の更

なる徹底を図る。 

また、以下の取組

により、随意契約

の適正化を推進

する。 

 

① 公正かつ透明

な調達手続によ

る適切で、迅速か

つ効果的な調達

を実現する観点

から作成する「調

達等合理化計画」

等に基づき、随意

契約によること

が真にやむを得

ないものを除き、

原則として競争

（企画競争・公募

を含む。）に付す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）随意契約等の

見直し 

入札及び契約手続き

における透明性の確

保、公正な競争の確

保等を図るための審

査体制等は確保さ

れ、着実に実施され

ているか。 

 

 

 

 

ポイント）低い水準へと低減させることがで

きた。 

引き続き、給与水準の適正化に向けた措置を

講じることとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）随意契約等の見直し  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 契約に係る競争の推進 

「独立行政法人における調達等合理化の取組

の推進について」（平成 27年５月 25日総務大

臣決定）に基づき、事務・事業の特性を踏ま

え、ＰＤＣＡサイクルにより、公正性・透明

性を確保しつつ、自律的かつ継続的に調達等

の合理化に取り組むため、平成 29年度調達等

合理化計画を策定した。同調達等合理化計画

においては、当機構における調達の現状と要

因を分析した上で、重点的に取り組む分野を

定め、調達等の合理化を推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）随意契約等の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 契約に係る競争の推進 

平成 29 年度に締結した契

約において、契約の目的物

件等が特定の者からでなけ

れば調達することができな

いもの３件を除いては、競

争性のある契約（企画競

争・公募を含む）に付した。

また、一者応札・応募の発

生は１件であった。 

契約手続審査委員会による

事前の審査については、競

争性を確保するため、調達

数量、業務範囲、スケジュ

- 120 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特に企画競

争や公募を行う

場合には、競争

性、透明性が十

分確保される方

法により実施す

ること。 

また、監事によ

る監査におけ

る、入札・契約

の適正な実施に

ついての確認等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特に企画競争

等を行う場合に

は、環境教育等に

よる環境保全の

取組の促進に関

する法律（平成

15 年法律第 130 

号）第 21 条の３

の趣旨を踏まえ

つつ、競争性、透

明性が十分確保

される方法によ

る。 

また、契約手続審

査委員会等によ

る事前の審査及

び契約監視委員

会による事後の

点検等を受ける

ことにより、随意

契約、一者応札等

の改善に取り組

み、競争性の確保

に努める。 

なお、内部統制シ

ステム整備計画

の遂行とも連動

して入札及び契

約手続における

透明性の確保等

の更なる徹底を

図るために、入札

及び契約手続に

係る組織等のあ

り方について検

討を進める。 

 

 

 

 

 

② 特に企画競争

等を行う場合に

は、環境教育等に

よる環境保全の

取組の促進に関

する法律（平成

15 年法律第 130 

号）第 21 条の３

の趣旨を、環境研

究総合推進費の

委託研究につい

ては「競争的資金

ア．契約に係る競争の推進 

平成 29 年度は契約件数 49 件、契約金額 645

百万円の契約を行ったが、契約の目的物件等

が特定の者からでなければ調達することがで

きないと認められた３件、８百万円の契約を

除いては、競争性のある契約（企画競争・公

募を含む。）として調達を実施した。 

 

イ．一者応札・応募に関する改善 

一般競争入札の実施にあたり一者応札・応募

の発生を抑制するため、下記取組を実施した。 

（ア）公告から入札までの期間について 10営

業日以上を確保した。 

（イ）調達情報に係るメールマガジン等の活

用等により、発注情報の更なる周知を図った。

（メールマガジン登録者数：平成 28 年度末

180者→平成 29年度末 251者） 

（ウ）契約手続審査委員会による事前の審査

については、競争性を確保するため、調達数

量、業務範囲、スケジュール、必要な資格設

定、業務の実績要件及び地域要件の妥当性に

ついて重点を置いた審査を実施した。 

 

ウ．類似業務に係る調達の集約化 

職員の出張旅費について、これまで旅費規程

に基づいて計算された額を職員に支給する    

方法により行っていたものを今年度７月から

原則として旅行代理店が提供するパック商品

等により調達することに変更した。 

 

 

② 調達に関するガバナンスの徹底 

ア．随意契約に関する内部統制の確立 

（ア）該当事案に係る審査の厳格化 

平成 29年度の競争性のない随意契約３件につ

いては、当機構内部に設置した契約手続審査

委員会において、会計規程に定める「随意契

約によることができる事由」との整合性や、

より競争性のある調達手続きの実施の可否の

観点で審査を実施するとともに、契約監視委

員会委員への事前説明を経て調達を行った。 

ール、必要な資格設定、業

務の実績要件及び地域要件

の妥当性について重点を置

いた審査を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 調達に関するガバナン

スの徹底 

ア．随意契約に関する内部

統制の確立 

平成 29 年度の競争性のな

い随意契約３件について

は、契約手続審査委員会に

おいて、会計規程に定める

「随意契約によることがで

きる事由」との整合性や、

より競争性のある調達手続

きの実施の可否の観点で審
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に加え、「独立行

政法人の契約状

況の点検・見直

しについて」に

基づき、法人に

設置される契約

監視委員会にお

いて、その点検

見直しを行うも

のとする。 

り実施する。 

また、機構内の審

査機関である、契

約手続審査委員

会により契約手

続の事前審査を

強化し、契約に係

る競争性・透明性

等を確保するほ

か、監事による監

査において、入

札・契約の適正な

実施についてチ

ェックを受ける

こと、契約監視委

員会において、各

年度の随意契約、

一者応札・応募の

見直し状況等に

ついてチェック

を受けることな

どにより、競争

性・透明性等の確

保に努める。 

 

の適正な執行に

関する指針（平成

17 年 9 月 9 日

競争的資金に関

する関係府省連

絡 会 申 し 合 わ

せ）」の趣旨を踏

まえつつ、競争

性、透明性が十分

確保される方法

により実施する。 

また、契約手続審

査委員会により

契約手続の事前

審査を強化し、契

約 に 係 る 競 争

性・透明性等を確

保するほか、監事

による監査にお

いて、入札・契約

の適正な実施に

ついてチェック

を受けること、契

約監視委員会に

おいて、各年度の

随意契約、一者応

札・応募の見直し

状況等について

チェックを受け

ることなどによ

り、競争性・透明

性等の確保に努

める。 

（イ）調達事務の財務部への集約 

機構各部課で実施されていた調達事務につい

て、財務部へ集約することを目指し、総務部、

監査室、予防事業部及び環境研究総合推進部

（研究費配分業務を除く。）の案件を試行的に

財務部で実施した。 

 

イ．契約に係る審査体制の活用 

（ア）機構内における審査体制 

ａ．契約手続審査委員会による審査 

契約手続審査委員会（同分科会を含む。以下

同じ。）において、調達案件の事前審査を実施

し、調達等に係る公正性を確保するとともに、

契約手続きの厳格な運営を図っている。契約

手続審査委員会は、少額随契以外の支出の原

因となる全ての契約について審査することと

しており、本委員会 24 回、分科会 27 回を開

催し、計 49案件の審査及び契約事務マニュア

ル等の追加・改訂を実施した。 

【制定、改正等事項】 

・予定価格の積算に関するマニュアルの制定 

 

ｂ．その他の審査等 

・少額随契案件の審査 

少額随契等（委員会等の審査対象外）は、昨

年度に引き続き財務部において全件審査を実

施した。 

・1000万円以上の予定価格の設定 

1000 万円以上の予定価格の設定に当たって

は、適正な価格設定の観点から、それぞれ担

当する契約担当職のほか、財務担当理事の審

査を実施している。 

・100万円以上の契約 

理事会への報告を経て、ホームページで公表

した。 

 

（イ）契約監視委員会による審査 

平成 29年度の競争性のない随意契約３件につ

いては、監事及び外部有識者から構成される

契約監視委員会の各委員に事前説明を行い、

了承を得た上で調達を行った。 

査を実施するとともに、契

約監視委員会委員への事前

説明を経て調達を行った。 

 

 

イ．契約に係る審査体制の

活用 

（ア）機構内における審査

体制 

契約手続審査委員会によ

り、49 案件の審査を行っ

た。また、予定価格の積算

に関するマニュアルの制定

を行った。 

（イ）契約監視委員会によ

る審査 

 平成 29 年度の競争性の

ない随意契約３件について

は、その都度各委員へ発生

理由等を説明し、了承を得

た。また、平成 29年度の契

約の状況、調達等合理化計

画の遂行状況について平成

30 年４月に委員会を開催

し、点検を受けた。 
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また、平成 30年４月に開催した契約監視委員

会において、「平成 29 年度調達等合理化計画

の実績及び自己評価」、「平成 30年度調達等合

理化計画」の審査及び平成 29年度の契約の状

況に係る報告を行い、点検を受けた。 

〔参考〕契約監視委員会の開催等の状況 

平成 29年４月 17日   

平成 29年度調達等合理化計画の審査 

平成 29年８月８日   

競争性のない随意契約案件の事前説明 

平成 29年８月８日    

一者応札・応募案件についての事後説明 

平成 30年２月 13日   

競争性のない随意契約案件の事前説明 

平成 30年４月 23日   

平成 29年度契約の現状の点検、見直し 

 

ウ．不祥事の発生の未然防止等のための取組 

契約事務研修を通じて、適切な事務手順及び

不正予防等コンプライアンスの維持に努める

よう調達担当職員を指導した。また、特定個

人情報及び個人情報を取り扱う業務の委託業

者に対して、個人情報に関する管理状況の実

地検査を実施した。 

 

③ 環境教育等による環境保全の取組の促進

に関する法律第 21条の３の趣旨を踏まえた対

応 

当機構において、民間団体がその専門的な知

見及び地域の特性を生かすことができるよ

う、価格だけではなく、その技術性、専門性

を十分考慮した参入の増大に努めており、平

成 29年度においては、複数年契約として「平

成 28･29 年度スタッフ向け環境ＮＧＯ・ＮＰ

Ｏレベルアップ実践研修（各地域別）」５件が

ＮＰＯ等との契約となっている。 

 

（３）効率的な業務運営に向けた改善への取

組 

 平成 29年７月から職員の出張について、財

務部に出張手配を行うチームを設置するとと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．不祥事の発生の未然防

止等のための取組 

契約事務研修を通じて、適

切な事務手順及び不正予防

等コンプライアンスの維持

に努めるよう調達担当職員

を指導した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）効率的な業務運営に

向けた改善への取組 

平成 29 年７月から職員の

出張について、財務部に出

張手配を行うチームを設置

するとともに旅費マニュア
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もに旅費マニュアルを改定し、出張手配の一

元的な処理を開始した。これにより、機構全

体の出張手配のルール統一化と手続きの効率

化を図った。 

 

 

ルを改定し、出張手配の一

元的な処理を開始した。こ

れにより、機構全体の出張

手配のルール統一化と手続

きの効率化を図った。 

 

＜課題と対応＞ 

（１）経費の効率化・削減 

一般管理費及び業務経費と

もに、今後も適切な予算執

行に努め、予算の執行状況

について四半期毎に理事会

に報告する。人件費等につ

いては引き続き、人事院勧

告や社会一般の情勢等を考

慮しながら、給与水準の適

正化に取り組む。 

 

（２）随意契約等の見直し 

今後も引き続き、契約に係

るルール等を遵守するとと

もに、契約手続審査委員会

及び契約監視委員会を適切

に開催、調達等合理化計画

の下で適切なＰＤＣＡサイ

クルを廻し、契約に係る競

争性、透明性、公平性の確

保、一者応札・応募の改善

の推進を図る。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ－３ 業務における環境配慮 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

温室効果ガス排

出量（温室効果ガ

ス量） 

18 年度比で 35%

削減（改正前の

目標） 

18年度比 ▲44.2％ ▲50.0％ ▲52.4% （▲43.3％） 

（※参考値） 

－  

25年度比で 10％

削減（改正後の

目標） 

25 年度比 － － － ▲7.6％ 

（※暫定値） 

  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

（１）毎年度

「 環 境 報 告

書」を作成し、

これを公表す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス排出

量の削減に向けた

政府方針の達成を

含め、環境負荷の

低減を図るため、

環境配慮の実行計

画を定め、業務に

おける環境配慮を

徹底するととも

に、自己点検を実

施する。 

また、毎年度環境

報告書を作成し、

公表する。 

 

業務における環

境配慮を徹底し、

環境負荷の低減

を図るため、環境

配慮の実行計画

を定めるととも

に、自己点検を実

施し、環境配慮の

取組を職員に促

し、省エネルギー

（電気使用量の

削減）、省資源（用

紙使用量の削減）

及び廃棄物の排

出抑制等に努め

る。 

温室効果ガスの

排出抑制につい

て、気候変動枠組

＜主な定量的指標＞ 

温室効果ガス排出量 

＜その他の指標＞ 

 

＜評価の視点＞ 

年度計画に対して十

分な取組がなされて

いるか。 

＜主要な業務実績＞ 

（１）温室効果ガスの排出抑制への取組 

 平成 27年に採択されたパリ協定を踏まえて

平成 28年５月に「政府実行計画」及び「政府

実行計画実施要領」が定められ、また、平成

29 年３月に環境省においても「環境省実施計

画」が公表されている状況に鑑み、「独立行政

法人環境再生保全機構がその事務及び事業に

関し温室効果ガス排出削減等のため実行すべ

き措置について定める実施計画」（以下「機構

実施計画」という。）について新たな削減目標

の設定等の改正を行い、機構として実行すべ

き措置を具体的かつ着実に実施していくこと

を明らかにした（10月）。 

 主な改正点は次のとおり。 

 

①取組の対象期間を 2017年度（平成 29年度）

までから 2030 年度（平成 42 年度）までに改

める。 

②温室効果ガス排出量の削減目標について、

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

次のとおり、年度計画に基

づく取組を着実かつ適正に

実施したため、自己評定を

Ｂとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

 当該年度も、環境報告書を作成･公表し

ている。 

また、温室効果ガスの排出削減について

は、29 年３月に環境省が実施計画を公表

したことを踏まえ、29年 10月に機構の実

施計画を改正し、新たな削減目標の設定等

をした。 

また、用紙使用量等について、28 年度

を上回る削減を実現している。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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条約第 21 回締約

国会議（ＣＯＰ

21）パリ協定を踏

まえた政府の地

球温暖化対策計

画の策定状況も

踏まえつつ、「独

立行政法人環境

再生保全機構が

その事務及び事

業に関し温室効

果ガス排出削減

等のため実行す

べき措置につい

て定める実施計

画」の着実な進展

を図る。 

平成 28 年度の事

業活動に係る環

境配慮等の状況

に関し、環境報告

書を作成し、公表

する。 

さらに、環境政策

の実施機関であ

る機構の組織で

培われた職員の

業務専門性を活

かしながら、地域

における社会貢

献活動に積極的

に取り組む。 

環境報告書の作

成、公表に当たっ

ては、業務に付随

する環境配慮を

基本としながら、

機構の事業活動

そのものが環境

分野の社会貢献

活動であること

を踏まえ、機構の

これまで対象を事務所における照明及びコン

セントとしていたが、サーバ室や空調も含め

たオフィス全体の電気の使用による温室効果

ガスの総排出量を、2013年度（平成 25年度）

を基準として、2030年度（平成 42年度）まで

に 40%削減することとし、中間目標である 2020

年度（平成 32 年度）までに 10%削減を目指す

こととした。なお、目標は、機構の取組の進

捗状況や温室効果ガスの排出量の状況などを

踏まえ、一層の削減が可能である場合には適

切に見直すこととした。 

③個別対策に関する目標として、次を定める。 

 

対策項目 目標値 

事務所の単位面

積当たりの電気

使用量の削減 

2013年度比で 2020年度

までに 10%削減 

用紙の使用量の

削減 

2013年度比で 2020年度

までに 25%以上削減 

廃棄物の排出量

の削減 

2013年度比で 2020年度

までに増加させないこと

及び廃棄物中の可燃ごみ

の量を 2013年度比で

2020年度までに増加さ

せないこと 

 

④地球温暖化対策の観点からも、「次世代育成

支援対策法に基づく一般事業主行動計画」、時

間外労働の適正管理に向けた年度計画等に基

づく業務効率化や超過勤務の削減、休暇の取

得促進等の取組が省 CO2 にもつながる対策で

あることを踏まえ、ワークライフバランスに

係る各種取組の推進を新たに定める。 

上記の新たな削減目標に対する平成 29年度の

達成状況は、次のとおり。 

 

削減対象

項目 

達成目標 達成状況 

温室効果

ガス排出

量 

2013年度比

で 10%削減 

7.6%減 
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（２）温室効

果ガスの排出

削減について

は、温室効果

ガス排出量の

削減に向けた

政府方針を達

成するための

取組を着実に

事業や地域貢献

等を積極的に取

り上げ、国民に対

する情報発信ツ

ールとして活用

する。 

事務所の

単位面積

当たりの

電気使用

量 

2013年度比

で 2020年度

までに 10%削

減 

3.0%減 

用紙の使

用量 

2013年度比

で 2020年度

までに 25%以

上削減 

29.6%減 

廃棄物の

排出量 

2013年度比

で 2020年度

までに増加さ

せないこと及

び廃棄物中の

可燃ごみの量

を 2013年度

比で 2020年

度までに増加

させないこと 

13.1%増 

可燃ごみにつ

いては 

99.8%増（※） 

※廃棄物の排出量については、平成 29年度の

機構実施計画の改正により、廃棄物中の可燃

ごみの量についても削減目標を設定し、削減

に取組むこととした。平成 29年度については、

11 月に実施したオフィスレイアウト変更に伴

う増加のほか、業務の繁忙期に排出量が増加

する傾向が見られ、可燃ごみの排出量が 2013

年度比で大幅増となった。 

平成 30年度以降の課題として、可燃ごみを中

心に廃棄物の排出量抑制に一層取り組むこと

が不可欠と判断している。 

 

（２）業務における環境配慮 

①環境配慮実行計画の実施等 

上記のとおり、機構実施計画を改正するとと

もに、これを踏まえた取組項目「平成 29年度

環境配慮のための実行計画（以下「実行計画」

という。）」を策定した。また、本計画の実施

状況についての自己点検を 12月及び３月に実

施した。 

②環境物品等の調達を図るための方針の策定

等 
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行うこと。 「国等による環境物品等の調達の推進等に関

する法律」に基づき、平成 29年度の環境物品

等の調達の推進を図るための方針を定め、目

標を達成すべく調達を行った。  

③電気使用量及び用紙使用量の削減に向けた

各種取組 

電気使用量及び用紙使用量の削減並びに廃棄

物の排出抑制については、改正後の機構実施

計画に定めた目標達成のため、環境配慮のた

めの実行計画に基づき、削減に取り組んだ。 

特に用紙使用量については、28 年度組織全体

で一括調達した新たな複合機の機能を有効活

用して不要な印刷や印刷ミスを防止すること

等により、平成 30年３月末時点で前年度同期

から 143,390 枚を削減することができた。ま

た、平成 28年度末に１台を導入した消色イン

クデジタル複合機も活用することで、用紙の

削減に取り組んだ（平成 29 年４月～平成 30

年３月の消色インクデジタル複合機による削

減枚数：4,242枚）。 

 

（３）環境保全等を目的とした社会貢献債（ソ

ーシャル・ボンド）の購入 

環境保全等の社会貢献事業への支援を目的と

した社会貢献債（ソーシャル・ボンド）につ

いては、機構の趣旨に合致した債券であり、

前年度６億円を上回る１２億円を購入した。 

（内訳） 

・独立行政法人国際協力機構債：６億円 

・東京都債：２億円 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構債：４億円 

 

（４）環境報告書の作成及び公表 

「環境報告書 2017」を作成し、ウェブサイト

で公表した（９月）。 

平成 29年度は、環境報告として電気使用量、

用紙使用量、ごみ排出量及び温室効果ガス排

出量の削減目標への達成状況等について報告

を行うとともに、「環境研究の新たな展開への

ＥＲＣＡの貢献」をテーマとした特集を組み、

平成 28 年 10 月に環境省から移管された環境
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研究総合推進業務を中心にＥＲＣＡの事業に

おいて実施している調査研究について報告し

たほか、ＥＲＣＡの重点課題として推進して

いる人材育成に関する事業やＥＲＣＡにおけ

る社会貢献活動の取組等を掲載した。 

なお、環境報告書は機構の関係機関等へ配付

（約 3,000部。10月）した。 

 

   

 

（５）社会貢献活動の推進 

社会貢献活動の推進については、平成 28年度

に引き続き①職員個人による自発的なボラン

ティア活動の推進、②職員の業務専門性を活

かした社会貢献の推進、③社会的ニーズに対

応した社会貢献を柱とする地域に根差した取

組の推進に取り組んだ。 

具体的には、職員の自発的な活動の機会及び

地域貢献の場として「2017 川崎国際多摩川マ

ラソン」（11 月）及び「2018 多摩川リバーサ

イド駅伝」（３月）への運営ボランティアへの

参加（11月）を行った。さらに、平成 28年度

に引き続き、古着の寄付や市民スポーツ大会

へのボランティア参加を行ったほか、新規の

取組として、新宿区立環境学習情報センター

が実施している「素敵なカレンダーを捨てる

なんて、もったいない！キャンペーン」に参

加し、不要な 2018年カレンダーや手帳につい

て寄附を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

平成 29 年度までの取組状

況等を踏まえ、引き続き、

業務における環境配慮に取

り組む。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－１ 予算、収支計画及び資金計画の作成等 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自己収入・寄

付金の確保に

努め、「Ⅲ．業

務運営の効率

化に関する事

項」で定める

事項に配慮し

た中期計画の

予算及び資金

計 画 を 作 成

し、当該予算

による運営を

行うこと。 

なお、毎年度

の運営費交付

金額の算定に

ついては、運

営費交付金債

務の発生状況

にも留意した

毎年度の運営費

交付金額の算定

については、運営

費交付金債務の

発生状況にも留

意した上で、厳格

に行うものとす

る。 

別紙のとおり ＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

・計画予算と実績に

ついて、「Ⅲ．業務運

営の効率化に関する

事項」で定める事項

に配慮したものとな

っているか。 

 

 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．29年度計画予算と実績（概略） 

法人総計としての収入は、計画額約 593 億円

に比し実績額約 600 億円と＋7 億円(＋1.3％)

となった。また、法人総計としての支出は、

計画額約 578 億円に比し実績額約 534 億円と

▲43億円(▲7.5％)の減少となった。 

各勘定の主な増減要因については、以下のと

おり。 

 

・公害健康被害補償予防業務勘定 

収入 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

次のとおり、年度計画に基

づく取組を着実かつ適正に

実施したため、自己評定を

「Ｂ」とした。 

 

計画予算に基づく予算執行

状況の定期的な把握など執

行管理を適切に実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 収入は計画額を上回り、支出については

計画額を上回る削減を図っている。また、

｢Ⅱ－２｣に示されるとおり、経費の効率

化･削減等については、一般管理費及び業

務経費について、中期目標に定めている削

減・効率化目標を見据えた各年度の目標額

を上回る効率化・削減が図られている。 

 

＜今後の課題＞ 

特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 
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上で、厳格に

行うものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画予算 42,677百万円 

実績 39,975百万円 

差額▲2,702百万円 

収入のうち、納付財源引当金戻入が予算に比

し計画を下回ったため、▲2,702百万円となっ

た。 

支出 

計画予算 42,919百万円 

実績 40,166百万円 

差額▲2,753百万円 

支出については、公害健康被害補償予防業務

経費における認定患者数が予算に比し計画を

下回ったため、▲2,753百万円となった。 

・石綿健康被害救済業務勘定 

収入 

計画予算 4,120百万円 

実績 4,215百万円 

差額＋95百万円 

収入は、労災との併給調整の結果、支払済の

救済給付費の返還分を受け入れたことによ

り、＋95百円となった。 

支出 

計画予算 4,616百万円 

実績 4,451百万円 

差額▲165百万円 

支出については、患者等に対する救済給付費

が計画に比し少なかったこと等から、▲165

百万円となった。 

・環境保全研究・技術開発勘定 

収入 

計画予算 5,203百万円 

実績 5,203百万円 

差額＋0百万円 

支出 

計画予算 5,208百万円 

実績 5,118百万円 

差額▲90百万円 

支出については、システム開発を翌事業年度

に繰り越したこと等により、▲90 百万円とな
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・運営費交付金につ

いて運営費交付金債

務の発生要因等につ

いて分析が行われて

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

った。 

・基金勘定 

収入 

計画予算 2,981百万円 

実績 2,901百万円 

差額▲81百万円 

支出 

計画予算 4,439百万円 

実績 3,241百万円 

差額▲1,197百万円 

支出については、PCB廃棄物の処理が計画に比

し予定を下回ったことにより、中間貯蔵・環

境安全事業㈱に対する助成金が少なかったこ

と等のため、▲1,197百万円となった。 

・承継勘定 

収入 

計画予算 4,288百万円 

実績 7,721百万円 

差額 3,433百万円 

収入は、業務収入(事業資産の譲渡収入及び貸

付回収金)等が計画に比し予定を上回ったこ

と等から、＋3,433百万円となった。 

支出 

計画予算 603百万円 

実績 472百万円 

差額▲131百万円 

支出については、保証金の支出が予定を下回

ったこと等から、▲131百万円となった。 

 

２．運営費交付金債務の発生状況 

各勘定の当期の運営費交付金債務残高は以下

のとおり 

 

・公害健康被害補償予防業務勘定 

運営費交付金債務残高 

21百万円 

（主な要因） 

システム開発経費及び情報セキュリティ強化

等のために前期からの繰越した 86百万円のう

ち 72百万円を取崩し。 

当期、新たにシステム開発経費の財源として 8
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百万円を加えた計 21百万円を翌期に繰越し。 

・環境研究保全・技術開発勘定 

運営費交付金債務残高 

78百万円 

（主な要因） 

システム開発経費のために前期から繰越した

5百万円を取崩し。 

当期、新たに競争的資金及びシステム開発経

費の財源として 78百万円を翌期に繰越し。 

・基金勘定 

運営費交付金債務残高 

58百万円 

（主な要因） 

情報セキュリティ強化及び地球環境基金運用

益減少分の財源補填等のために前期から繰越

した 174 百万のうち 115 百万円を取崩し。残

る 58 百万円を同様の財源として翌期に繰越

し。 

・承継勘定 

運営費交付金債務残高 

38百万円 

（主な要因） 

システム開発経費及び情報セキュリティ強化

等のために前期から繰越した 187 百万円のう

ち 149百万円を取崩し。 

残る 38百万円を情報セキュリティ強化等のた

めの財源として翌期に繰越し。 

 

３．財務の状況 

（１）当期総利益 

平成 29年度の総利益は、2,575百万円であり、

その主な発生要因は、承継勘定における建設

譲渡事業に係る貸倒引当金戻入分及び利息の

収支差等によるものである。 

各勘定別の当期総利益については、以下のと

おり。 

・公害健康被害補償予防業務勘定 

114百万円 

（主な要因） 

業務経理の厚生年金基金の代行返上（153）及

び二種経理において特定賦課金の収益が少な
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かったことによる損失（▲50） 

・石綿健康被害救済業務勘定 

－百万円 

（主な要因） 

－ 

・環境研究保全・技術開発勘定 

12百万円 

（主な要因） 

業務の効率化による経費の縮減 

・基金勘定 

58百万円 

（主な要因） 

業務の効率化による経費の縮減 

・承継勘定 

2,392百万円 

（主な要因） 

建設譲渡事業に係る貸倒引当金戻入分

（1,575）及び利息収支差（737） 

 

（２）利益剰余金 

利益剰余金は、前年度末の 23,669百万円に対

して、平成 29 年度は、繰越積立金取崩額 32

百万円、当期積立額 2,575 百万円を計上し、

当期末残高は 26,212百万円となった。 

各勘定別の利益剰余金については、以下のと

おり。 

・公害健康被害補償予防業務勘定 

718百万円 

・石綿健康被害救済業務勘定 

-百万円 

・環境研究保全・技術開発勘定 

23百万円 

・基金勘定 

108百万円 

・承継勘定 

25,362百万円 

 

（３）資金の運用 

 

資金の運用については、前年度に引き続きマ

イナス金利政策の影響を受け、金融機関の預
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金の引き受け状況が厳しいなか、効率的な運

用を図る観点から、 

①平成 29年度当初の有価証券に関する主務大

臣の指定についての改正により、一般担保付

社債に加え無担保社債も対象となり、有価証

券の取得範囲が拡大した。（5銘柄、15億円） 

②その他の資金については、将来的なキャッ

シュ・フローを精査し、資金の一部を短期運

用から中期の債券による運用へシフトした

（13銘柄、146億円）。 

③また、直近の大口定期預金等の引き受け状

況等から、より引き受けしやすい預入期間・

金額に変更する等、弾力化を図った。 

これらの取り組みの結果、全体の資産が増え

ている中でも、普通預金残額の圧縮を図るこ

とができた。（昨年度比、平均残額は 4.35%ﾎﾟ

ｲﾝﾄ減少） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

今後も引き続き、計画予算

に基づく予算執行状況の定

期的な把握など執行管理を

適切に実施していく。 

        

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－２ 承継業務に係る債権・債務の適切な処理 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

正常債権以外の債権

残高（計画値） 

最終年度に 

100 億円以下 

（期間中に▲120

億円以上を圧縮） 

 

約 220 億円 

196 億円 

（対前年度 

▲24 億円） 

150 億円 

（対前年度 

▲17 億円） 

 

133 億円 

（対前年度 

▲17 億円） 

 

116 億円 

（対前年度 

▲17 億円） 

 

100 億円以下 

（対前年度 

▲16 億円） 

 

最終年度の達成目標を踏まえつ

つ、平成 26 年度の実績を反映し、

平成 27 年度以降の計画値を設定。 

正常債権以外の債権

残高（実績値及び中

期期間中累計値） 

 

  167 億円 

（対前年度▲51

億円、累計値 51

億円） 

115 億円 

（対前年度▲53

億円、累計値 104

億円） 

88 億円 

（対前年度▲26

億円、累計値 130

億円） 

47 億円 

（対前年度▲41 億

円、累計値 171 億

円） 

  

達成度 

（圧縮額累計／中期

目標値＝120 億円） 

   

42.5％ 

 

 

86.7％ 

 

108.3％ 

 

142.5％ 

  

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 破産更生債権及

びこれに準ずる

債権並びに貸倒

懸念債権につい

て、債務者の経

営状況を見極め

つつ、回収と迅

速な償却に取り

組むことによっ

て、本中期目標

期間中にこれら

の正常債権以外

の債権を 100 

（１）承継業務に

おいては、旧環境

事業団から承継

された建設譲渡

事業及び貸付事

業に係る債権の

回収を進め、同事

業の財源となっ

た財政融資資金

の返済を確実に

行っていく必要

がある。 

平成 26 年度期

破産更生債権及

びこれに準ずる

債権並びに貸倒

懸念債権（以下

「正常債権以外

の債権」という。）

の残高を本中期

目 標 期 間 中 に

100 億円以下に

圧縮するという

目標は達成した

が、今後、残高の

圧縮に伴い回収

＜主な定量的指標＞ 

「正常債権以外の債

権」を最終年度に 100

億円以下に圧縮する。 

 

＜その他の指標＞- 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

正常債権以外の債権

残高の圧縮状況 

＜主要な業務実績＞ 

① 正常債権以外の債権にかかる法的処理

は、平成 28 年度から係属していた 10 件(競

売２件、破産申立１件、仮差押２件、差押１

件、訴訟２件、仮処分２件)のうち６件(競売

２件、破産申立１件、仮差押１件、差押１件、

訴訟１件)が終結。 

② 上記の取組等の結果、正常債権以外の債

権を 29億円回収するとともに 11億円の償却

を行い、合計で 41億円を圧縮した。 

③ 正常債権も含めた全ての債権について、

今後も経営状況に目を配り、決算書等を徴取

の上決算分析を行い、財務内容等を注視して

＜評定と根拠＞ 

評定：A 

評定理由： 

平成 26 年度期首において

約 220 億円の正常債権以外

の債権の残高を中期計画期

間中に 100 億円以下とする

目標については昨年度達成

したが、本年度においても、

約定弁済に加え、保有資産

の売却慫慂による回収、他

金融機関借換等に伴う回

収、法的再生・私的再生の

評定 A 

＜評定に至った理由＞ 

 承継業務に係る債権管理については、正

常債権以外の債権について、中期目標に定

めている圧縮目標（残高 100 億円以下）

を見据えた各年度の圧縮目標額（平成 29

年度:17 億円）に対し、保有資産の売却慫

慂や他金融機関借り換えによる回収等に

より、総額 41 億円を圧縮した。 

 また、これにより正常債権以外の債権の

年度末残高は 47 億円となり、圧縮額は中

期目標に定めている目標の 142.5％の水

準に達している。 
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億円以下にする

ことを目標とす

る。なお、経済

情勢の変化に伴

い正常債権以外

の債権の新たな

発生も予想され

ることから、こ

れらの正常債権

以外の債権に対

する取組状況が

明確になるよう

に、債権区分ご

とに、回収額、

償却額、債権の

区分移動の状況

を明示するもの

とすること。 

また、本中期目

標期間内に完済

の見込めない債

権は、サービサ

ーを積極的に活

用するなど効率

的に債権回収を

行い、回収率の

向上及び回収額

の増大に取り組

むこと。 

なお、本債権管

理回収の業務を

行っている組織

体制について

は、その業務実

施状況等を踏ま

えつつその縮減

を検討し、本中

期目標期間中に

所要の結論を得

ること。 

 

首 に お い て 約

220 億円と見込

まれる破産更生

債権及びこれに

準ずる債権並び

に貸倒懸念債権

（以下「正常債権

以外の債権」とい

う。）の残高を第

三期中期目標期

間中に 100 億円

以下に圧縮する

ことを目指す。 

なお、経済情勢の

変化に伴い、正常

債権以外の債権

の新たな発生も

予想されること

から、これらの正

常債権以外の債

権に対する取組

状況が明確にな

るように、債権区

分ごとに、回収

額、償却額、債権

の区分移動の状

況を明示するこ

ととする。 

上記目標を達成

するために以下

の①～④を実施

する。 

① 約定弁済先の

管理強化 

正常債権に係る

債務者を含む債

務者個々の企業

の財務収支状況、

資金繰り、金融機

関との取引状況

等債務者企業の

困難案件の割合

が増加している

状況に留意しつ

つ、更なる圧縮を

図るため、 

①約定弁済先の

管理強化 

②返済慫慂 

③厳正な法的処

理 

④迅速な償却処

理 

に引き続き積極

的に取り組む。 

特に、昨今の経済

情勢の変化に鑑

み、①の約定弁済

先の管理強化に

当たっては、これ

まで約定どおり

の弁済を行って

きた債務者につ

いても、決算書の

厳格な分析など

により、その経営

状況に目を配り、

延滞発生の未然

防止に努めると

ともに、万一、延

滞が発生した際

は、速やかに原因

究明を行い、延滞

の解消を図る。 

また、②の返済慫

慂については、保

有資産の売却、他

金融機関への借

換、法的・私的再

生の活用など、返

済確実性の高い

返済策を債務者

いくこととする。 

 

活用による回収などによ

り、昨年度の 26億円を上回

る 41 億円の圧縮が図れた

ことから、上記のとおり、

自己評価を「A」とした。 

 

＜課題と対応＞ 

今後は、回収困難案件が残

るほか、経済情勢の変化等

に伴って新たな正常債権以

外の債権の発生等も想定さ

れることから、引き続き個

別債権の管理を厳格に行

い、新たな正常債権以外の

債権の発生の防止、回収額

の増額に努めることとす

る。 

 

 なお、回収にあたっては、回収困難先の

きめ細かい現況調査や財務分析等を行う

とともに、私的再生や法的手続による回収

も実施している。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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経営状況の把握

に努めるととも

に、約定弁済先が

万一、経営困難に

陥るなど、弁済が

滞る恐れが生じ

た場合や滞った

場合には迅速か

つ適切な措置を

講ずる。 

② 返済慫慂 

延滞債権は的確

に返済確実性を

見極め、償却処

理、法的処理を実

施するほか、民事

再生法、特定調停

等による回収計

画の策定等、透明

性を確保しつつ

弁済方法の約定

化に努める。 

③ 法的処理 

債権の保全と確

実な回収を図る

ため、訴訟、競売

等法的処理が適

当と判断される

ものについては

厳正な法的処理

を進める。 

④ 償却処理 

形式破綻、あるい

は実質破綻先で

担保処分に移行

することを決定

したもの等、償却

適状となった債

権は迅速に償却

処理する。 

（２）サービサー

に慫慂すること

により、残高の圧

縮を図る。 

さらに、平成 29 

年度期首と期末

の債権残高を比

較し、債権区分ご

との期中の回収

額、償却額、債権

の区分移動の状

況を明示するこ

とにより、正常債

権以外の債権へ

の取組状況を 

明らかにする。 

返済確実性の見

込めない債権は、

サービサーを効

果・効率的に活用

し、回収強化を図

る。 

また、債権残高に

占める割合の増

加が今後見込ま

れる回収困難事

案について、分析

の上、対処方針を

検討する。 

本中期目標期間

中の業務実施体

制の見直しの課

題である、事業管

理部の他部門へ

の統合・縮減等に

当たっては、承継

業務の更なる効

率化が必要であ

るため、債権管理

システムの再構

築を平成 29 年

12 月までに終
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の活用と借入金

等の完済 

返済確実性の見

込めない債権は、

サービサーを積

極的に活用し、回

収強化を図る。 

また、財政融資資

金の借入金の返

済、機構債券の償

還を着実に実施

し、第三期中期目

標期間中に完済

することとする。 

なお、借入金等の

返済のための資

金調達に当たっ

ては、市中の金利

情勢等を考慮し、

極力有利な条件

での借入れを行

い、調達コストの

抑制を図る。 

え、平成 30 年 1 

月から本格稼動

させる。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ－３ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

短期借入金の限

度額 

10,000 百万円 18,600 百万円 5,500 百万円 2,200 百万円 － －  一時的な資金不足等に対応する

ための短期借入金の限度額に対し

て、より少額で対応。 

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  年度内における

一時的な資金不

足等に対応する

ための短期借入

金の限度額は、単

年度 10,000 百

万円とする。 

平成 29 年度に

おいて、一時的

な資金不足等が

発生した場合、

その対応のため

の短期借入金の

限 度 額 は 、

10,000 百万円

とする。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

－ 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由：資金の計画的、

機動的な管理に努めた結

果、平成 29年度は短期借入

を行わなかったことを踏ま

え、上記のとおり、自己評

定を「Ｂ」とした。 

 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 短期借入は行わずに、計画的な資金管理

を実施している。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

特になし。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－１ 職員の人事に関する計画 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度（目標） 

（暫定値） 

２８年度 

（当初計画値） 

２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

政府機関等主催の外

部研修の活用（講座

数） 

－ 

 

20講座 

(平成 25年度実績) 

24講座 37講座 

(当初計画：28講

座) 

46講座 

(当初計画：39 講

座) 

37講座 

（当初計画：32 講

座） 

  

政府機関等主催の外

部研修の活用（参加

者数） 

－ 

 

25名 

(平成 25年度実績) 

37名 65名 

(当初計画： 40

名) 

64名 

(当初計画：42名) 

58名 

（当初計画：43名） 

  

階層別研修の実施・

参加（講座数） 

－ 

 

4講座 

(平成 25年度実績) 

8講座 10講座 

(当初計画：11講

座) 

7講座 

(当初計画：9 講

座) 

13講座 

（当初計画：13 講

座） 

  

階層別研修の実施・

参加（参加者数） 

－ 

 

36名 

(平成 25年度実績) 

76名 123名 

(当初計画： 80

名) 

67名 

(当初計画：62名) 

132名 

（当初計画： 102

名） 

  

業務専門性研修の実

施（講座数） 

 88講座 

（年度当初計画講

座数） 

－ 89講座 

(当初計画：88講

座) 

83講座 

(当初計画：92 講

座) 

81講座 

（当初計画：100講

座） 

  

                                             

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

  

機構は、業務運

営の効率化及

び業務の質の

向上に関する

目標の達成を

図るため、職員

の資質向上の

ための研修に

関する計画を

定め、それを着

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・政府機関等主催の外

部研修の活用状況

（講座数、参加者

数） 

・階層別研修の実施状

況（講座数、参加者

数） 

・業務専門性研修の実

施状況（講座数） 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

次のとおり、年度計

画に基づく取組を着実

かつ適正に実施したた

め、自己評定をＢとし

た。 

 

 

評定 B 

＜評定に至った理由＞ 

研修については、「階層別研修」と「業

務専門性研修」により構成される多角

的な研修計画に沿って研修を実施し、

100講座に対し受講者数延べ 1619人が

受講している。 

 人事評価制度については、28年度に

導入した新たな人事評価制度につい

て、職員からの意見聴取等により検証

し、見つかった課題を補正することに
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実に実施する

ものとするこ

と。 

また、人事評価

制度の実施に

あたっては、適

正な評価制度

の運用を行う

とともに、それ

に応じた給与

体系の見直し

を適宜行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第三期中

期目標期間中

に、債権管理回

収業務の組織体

制について、業

務の状況等を踏

まえ、その縮減

等を検討し結論

を得る。 

 

 

 

 

（２）質の高い

サービスの提供

を行うことがで

きるように、担

当業務に必要な

知識・技術の習

得、職員の能力

開発・人材育成

を図るため、各

階層、特に管理

職層のマネジメ

ント力向上に向

けた各種研修を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）本中期目標

期間中の目標であ

る債権管理回収業

務の組織体制の見

直しについて、円

滑な業務実施体制

を確保した上で、

事業管理部の経理

部への統合を進め

る。 

 

 

 

（２）職員による

より質の高いサー

ビスの提供を行う

ことができるよ

う、「ERCA 研修計

画」に基づく研修

を展開し、各事業

部門の業務遂行に

必要な知識・技術

の習得、職員の能

力開発・人材育成

を図るための各種

研修を実施する。 

また、女性活躍推

進のための研修や

自主選択制の研修

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

年度計画の各項目に

対して十分な取組が

検討、実施されている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）債権管理回収業務に係る見直し 

債権管理回収業務を所掌する事業管理部を経理部に

統合し、名称を新たに「財務部」とした（11月）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各種研修の実施等 

総務部が実施する「一般研修」、「階層別研修」等と各

部が実施する「業務専門性研修」を２本の柱とする

「ERCA研修計画」に基づき研修を実施し、平成 29年

度は「一般研修」、「階層別研修」、「自主研修」、「業務

専門性研修」の計100講座を延べ1,619人が受講した。

研修実績は次のとおり。 

区分 
一般

研修 

階層

別研

修 

自主

研修

及び 

資格

取得

支援

策 

業務専門

性研修

（※） 

計 

講座

数 

4講

座 

13講

座 
2講座 

81講座 

（37講

100講

座 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●債権管理回収業務に

係る組織体制の見直し

については、同業務を

所掌する事業管理部を

経理部に統合した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●階層別研修を含む各

種研修については、３

か年の「ＥＲＣＡ研修

計画」を策定し、研修

運営に係るＰＤＣＡサ

イクル等をより一層明

確化するとともに、研

修計画に基づき着実に

研修を実施し、職員の

能力開発・人材育成に

取り組んだ。 

 

 

 

 

 

より、制度の改善を図った。 

また、評価結果については、定期昇

給や賞与(業績手当)に反映させてい

る。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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の実施などによ

り、職員の自発的

かつ積極的な研修

受講及び自己啓発

等を促す。 

なお、政府機関等

主催の外部研修の

活用及び階層別研

修の実施において

は、講座数及び参

加者数とも前中期

目標期間の最終年

度の実績を上回る

よう努め、また、

業務専門性研修の

実施においては、

当初計画講座数を

上回るよう努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座） 

参加

者数 

429

名 
132名 95名 

963名 

（58名） 

1,619

名 

※括弧内の数値は業務専門性研修のうち政府機関等

主催の外部研修の数を示す。 

①一般研修 

行政に携わる者として欠かせない倫理観や内部統

制・情報セキュリティ等の知識を持ち、明るく働きや

すい職場をつくる職員を育成することを目的として、

各種一般研修を実施しし、４講座を延べ 429名が受講

した。 

倫理観や内部統制・情報セキュリティ等の知識につい

ては、９月に内部統制研修を役職員 162 名が、10 月

にコンプライアンス・情報セキュリティ研修を役職員

164名が受講し、近年の他組織における具体的な事例

等を通してその重要性を改めて認識した。 

また、ストレスチェック制度及び早期かつ適切なメン

タルヘルス対策の重要性への理解を深めることを目

的として、当機構でストレスチェックを初めて受検す

る職員等を対象としてメンタルヘルス研修を実施し、

39 名が受講した。さらに、ストレスと上手に付き合

うために自分に合ったセルフケアを選択し、実践でき

るようになることを目的とした健康管理研修（講演

会）を 12 月及び１月に実施し、役職員のうち希望者

64名が受講した。 

 

②階層別研修 

キャリアアップに応じた職員の能力・スキルの向上を

目的として、各種の階層別研修を実施し、13 講座を

延べ 132名が受講した。 

平成 29 年度は新入職員及び若手職員の育成に重点を

置き、新入職員研修については、実施期間を 28 年度

から２日間増やして法令・規程等の知識の基礎固めと

各部の業務理解を促進した。その他、10月に入構１・

２年目職員を対象としたフォローアップ研修、１月に

入構３年目職員を対象としたキャリアデザイン研修、

２月に内定者を対象とした内定者研修を実施した。 

また、管理職層については、マネジメント力向上に重

点を置いた中期計画を踏まえ、管理職及び次期管理職

クラスの職員（２・３等級）を対象に、課題解決能力、

プレゼンテーション力、マネジメント能力等の向上を

目的として、あるべきマネジメントに向けて改善すべ
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き点、管理職として果たすべき役割や具体的な行動等

について９月から２月までの期間にグループディス

カッションを行い、その討議結果を発表する２・３等

級人材育成研修を実施した。 

＜階層別研修の実績＞ 

研修名 研修概要 対象者 講座数 受講者数

（延べ人

数） 

内定者

研修 

業務理解、

社会人の心

構え 

内定者 １講座 3名 

新入職

員研修 

ビジネスマ

ナー、コン

プライアン

ス、法令・

規程、文書

管理、各事

業部の業務

等の理解 

平成 29

年度新

入職員 

３講座 15名 

フォロ

ーアッ

プ研修 

これまでの

業務等の振

り返り、今

後の目標設

定 

１・２年

目職員 

１講座 10名 

キャリ

アデザ

イン研

修 

自身の今後

のキャリア

を描ける力

の習得 

３年目

職員 

１講座 ３名 

１・２

等級研

修 

自己分析、

ビジョン共

有に必要な

スキルの習

得 

１・２等

級職員 

（部課

長級） 

１講座 27名 

２・３

等級人

材育成

研修 

課題解決能

力、プレゼ

ンテーショ

ン力、マネ

ジメント能

力の向上 

２・３等

級職員 

１講座 42名 
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（３）人事評価

制度の適正な運

用を行い、評価

結果を人事及び

給与等に反映

し、士気の高い

組織運営に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）平成 28 年度

に改定した新たな

人事評価制度に関

し、同年度中に判

明した運営上の課

題を改善すること

等により、制度改

定の目的であった

５等級

研修 

自己分析、

業務改善に

必要なスキ

ルの習得 

５等級

職員 

（主事

級） 

１講座 23名 

新任昇

格者研

修 

各等級に必

要とされる

マネジメン

トスキルの

習得 

平成 29

年４月

昇格者 

４講座 ９名 

③職員の自発的かつ積極的な研修受講及び自己啓発

等の促進 

業務遂行に有益な知識・スキルを自主的に身につけ業

務改善に取り組む職員を育成するため、「自主研修」

及び「資格取得支援策」を実施し、２講座を延べ 95

名が受講した。 

自主研修については、各職員が必要な知識・スキルを

自主的に学べる環境を創出するため、 

120 種類以上のビジネススキル講座等を自由に受講

できるＥラーニングを新たに導入し、職員 92 名が受

講した。また、資格取得支援策については、業務上必

要な資格（簿記、メンタルヘルス・マネジメント検定）

の取得のため、職員３名の講座受講を支援した。 

 

④業務専門性研修の実施 

81 講座を延べ 963 名が受講し、各部門の業務遂行に

必要な専門スキルを向上させた。 

また、業務専門性研修の一環として、各種環境施策の

知識等を身につけるため、環境省及び環境省環境調査

研修所が主催する研修に職員 16名が参加した。特に、

環境省が実施する環境問題史現地研修（四日市コース

及び西淀川コース）には職員４名が参加し、機構の所

掌業務である公害健康被害補償予防業務の原点を学

んだ。 

 

（３）人事評価制度の運営改善等 

①運用の改善 

平成 28 年度から導入した新たな人事評価制度につい

て、評価結果の取りまとめ及び職員への意見聴取によ

って明らかとなった課題等の検討結果を踏まえ、期中

の中間評価を簡略化するなど、より合理的な作業にな

るよう運用の改善を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●人事評価制度につい

ては、平成 28年度から

導入した新たな人事評

価制度に基づく評価結

果の取りまとめ及び職

員への意見聴取によっ

て明らかとなった課題

等の検討結果を踏ま
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（４）人員に関

する指標 

管理業務につい

て、一層の事務

処理の効率化を

図るとともに、

承継業務の債権

残高の変動、縮

小等を考慮し、

業務の実施体制

の検討を行い、

結論を得る。 

（参考） 

期初の常勤職員

数 140 人 

期末の常勤職員

数の見込み 148 

人 

職員一人ひとりの

成長、組織全体の

成長を確実なもの

とするとともに評

価結果の人事及び

給与への反映によ

り、士気の高い組

織運営に努める。 

また、平成 28 年度

中に導入した指導

役制度について

も、その運用状況

等を確認し、適 

宜見直しを図るこ

とで、指導される

職員の業務スキル

の確実な習得を推

進するとともに、

指導役を担う職員

の更なる成長を促

す。 

 

（４）人員に関す

る指標 

（参考） 

第３期中期目標期

間の期初常勤職員

数 140 人 

第３期中期目標期

間の期末の常勤職

員数の見込み 148 

人 

②より的確な制度とするための検討 

平成 28 年度から導入した新たな人事評価制度の意図

である「人事評価を通じ機構として求められる職員像

を目指し、各階層に求められる役割を的確に果たしう

る職員を育成していく」観点から、「能力・スキル評

価及び業務評価について、より的確に評価すること」

により沿った制度に改善するための見直しを行うこ

ととし、本年度準備・習熟期間として導入したチーム

制の運用状況も考慮して検討を行った。 

また、新たに導入した「指導役」制度についても、よ

り効果的な人材育成に資する制度となるよう職員か

らの意見も取り入れながら制度の再構築についての

検討を行った。 

 

③評価結果の反映 

平成 28年度の人事評価結果について、平成 29年度定

期昇給及び６月期賞与の業績手当に適正に反映した。 

 

 

 

 

 

え、平成 28年度まで実

施していた期中の中間

評価の一部を簡略化す

ることで、より合理的

な評価制度に見直し

た。また、平成 28年度

評価結果について、定

期昇給等に適正に反映

した。 
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＜課題と対応＞ 

平成29年度までの取

組状況等を踏まえて、

引き続き、組織・要員

体制の見直し、各種研

修の実施、人事評価制

度の適正な運用等に取

り組む。 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－２ 積立金の処分に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

－ 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   

第二期中期目標期

間の最終事業年度

において、独立行

政法人通則法第

44 条の処理を 

行ってなお積立金

があるときは、主

務大臣の承認を受

けた金額につい

て、公害健康被害

予防事業及び債権

管理回収業務等の

財源並びに第二期

中期目標期間以前

に自己収入財源で

取得し、第三期中

期目標期間へ繰り

越した固定資産の

減価償却に要する

 

前中期目標期間

から繰り越した

積立金について

は、公害健康被

害予防事業及び

債権管理回収業

務等の財源並び

に前中期目標期

間以前に自己収

入財源で取得

し、当期へ繰り

越した固定資産

の減価償却に要

する費用に充て

ることとする。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜評価の視点＞ 

・環境大臣の承認を受

けた金額について、計

画で定めたとおりの

使用を行っているか。 

 

 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

公害健康被害予防事業の財源 28,728千円及び

前中期目標期間以前に自己収入財源で取得し

た固定資産の減価償却等見合い 3,469 千円を

取り崩した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

公害健康被害予防事業の財

源及び前中期目標期間中に

自己収入で取得した固定資

産の減価償却について取崩

し、適正な期間損益を計上

した。 

 

＜課題と対応＞ 

今後も固定資産の減価償却

に要する費用等に充て、適

切に処理する。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 積立金の処分に関しては、計画に基づい

た適正な処理を実施している。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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費用等に充てるこ

ととする。 

 

 

４．その他参考情報 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ－３ その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

当該項目の重要度、難易

度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

平成 30 年度行政事業レビューシート  事業番号 0314 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 

（平成 29 年度） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

   

中期目標期間を超

える債務負担につ

いては、当該債務

負担の必要性が認

められる場合に

は、次期中期目標

期間にわたって契

約を行うことがあ

る。 

 

中期目標期間を

超える債務負担

については、当該

債務負担の必要

性が認められる

場合には、次期中

期目標期間にわ

たって契約を行

うことがある。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜評価の視点＞ 

中期計画期間を超え

る債務負担の必要性 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

29 年度は以下にかかる調達（予定価格 100 万

円以上）について、業務の必要性やスケール

メリット等を考慮し、次期中期目標期間にわ

たる契約を行った。 

・「東京事務所における室内清掃業務」 

（契約期間：平成 29年 4月～平成 32年 3月） 

・「ぜん息・COPD電話相談事業の実施業務」 

（契約期間：平成 29年 4月～平成 31年 4月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保

(29年度 4月派遣開始分)」 

（契約期間：平成 29年 4月～平成 32年 3月） 

・「データセンターの提供及びネットワーク回

線・関連機器の調達」 

（契約期間：平成 29年 6月～平成 34年 2月） 

・「ネットワーク機器の更新及び保守業務」 

（契約期間：平成 29年 6月～平成 34年 9月） 

 

＜評定と根拠＞ 

自己評定：Ｂ 

 

評定理由： 

業務の必要性やスケールメ

リットなど、債務負担の必

要性が認められるものにつ

いて、次期中期目標期間に

わたって契約を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 中期目標期間を超える債務負担につい

ては、必要性が認められる案件に限り実施

している。 

 

＜今後の課題＞ 

 特になし。 

 

＜その他事項＞ 

 特になし。 
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・「仮想基盤サーバの更新及び運用保守業務」 

（契約期間：平成 29年 9月～平成 34年 2月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保

(29年度 8月派遣開始分)」 

（契約期間：平成 29年 8月～平成 32年 7月） 

・「労働者派遣契約による業務補助者の確保

(29 年度 10 月派遣開始分及び 29 年度 11 月派

遣開始分)」 

（契約期間：平成 29年 9月～平成 32年 10月） 

・「研究情報管理基盤システム構築及び運用保

守業務」 

（契約期間：平成 29年 12月～平成 32年 3月） 

・「小型ファットクライアントの導入及び保守

業務」 

（契約期間：平成 30年 1月～平成 32年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

業務の必要性やスケールメ

リットなど、債務負担の必

要性が認められるものにつ

いて、次期中期目標期間に

わたって契約を行ってい

く。 

 

 

４．その他参考情報 
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